
｢グループホームここから高宮｣ 

指定認知症対応型共同生活介護事業  

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業 

 運 営 規 程 
 

 （事業の目的） 

第１条  株式会社カームネスライフ が設置する グループホームここから高宮（以下

｢事業所｣という。）において実施する指定認知症対応型共同生活介護事業および指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業（以下｢事業｣という。）の適正な運営を

確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の管理者及び

計画作成担当者、介護従業者（以下｢従業者｣という。）が、認知症状を伴う要介護

状態の利用者に対して、適正な認知症対応共同生活介護〔介護予防認知症対応型共

同生活介護〕を提供することを目的とする。  

 

 （運営の方針） 

第２条  本事業所が実施する事業は、認知症状によって自立した生活が困難になった利用

者に対して、家庭的な雰囲気のもとで、心身の特性を踏まえ、利用者の認知症状の

緩和や悪化の防止を図り、尊厳ある自立した日常生活を営むことができるよう、食

事、入浴、排泄等の日常生活場面での世話や機能訓練等の介護その他必要な援助を

行うものである。 

また、利用者の意見及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提 

供に努めるものとする。 

２ 事業に当たっては、事業所所在地の市町村、バックアップ施設の介護老人福祉

施設や介護老人保健施設、協力医療機関に加え、居宅介護支援事業所、他の居宅

サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民等

との連携に努めるものとする。 

３ 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 

 ４ 事業所は、指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生 

活介護〕を提供するに当たっては、介護保険法第１１８条の２第１項に規定する 

介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める 

ものとする 

 ５ 指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕の 

提供の終了に際しては利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、 

居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。 

 ６ 前５項のほか、「寝屋川市指定居宅サービス事業者等の指定並びに指定居宅サ

ービス等の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例」（寝屋川

市条例第５５号）に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 

 

 



（事業の運営） 

第３条 指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕の提

供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わな

いものとする 
 

 （事業所の名称及び所在地） 

第４条 事業を行う事業所の名称及び地は次のとおりとする。 

（１）名 称 グループホーム ここから高宮 

（２）所在地 大阪府寝屋川市高宮 1 丁目 15 番 22 号 

 

 （従業者の職種、員数及び職務の内容） 

第５条 本事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

（１）管理者     １名（常勤職員） 

      管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行

うとともに、法令等において規定されている認知症対応型共同生活介護〔介護

予防認知症対応型共同生活介護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守す

べき事項についての指揮命令を行う。 

（２）計画作成担当者 ２名（常勤職員） 

計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成すると

ともに、連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、医療機関等との連

絡・調整を行う。 

（３）介護従業者 ユニット１…７名（常勤６名・非常勤１名） 

         ユニット２…７名（常勤６名・非常勤１名） 

介護従業者は、利用者に対し必要な介護及び世話、支援を行う。 

但し、業務の状況により、増員することができるものとする。 

 

（指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕の利用

定員） 

第６条 事業所の利用定員は、９名とする。  

内訳  ユニット 1  ９名 

    ユニット２  ９名 

 

（指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕の内

容） 

第７条 本事業所で行う認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生

活介護〕の内容は、次のとおりとする。 

１ 食事・排泄・入浴・着替え等の援助 

２ 日常生活上の世話 

３ 日常生活の中での機能訓練 

４ 入居者及びその家族への相談、援助 

５ その他 



  （介護〔介護予防〕計画の作成） 

第８条 計画作成担当者は、指定認知症対応型共同生活介護サービス〔指定介護予防認

知症対応型共同生活介護サービス〕の提供開始時に、利用者の心身の状況、希望及び

その置かれている環境を踏まえて、援助の目標、当該目標を達成するための具体的な

サービス内容を記載した認知症対応型共同生活介護計画〔介護予防認知症対応型共同

生活介護計画〕を作成する。 

２ 計画作成担当者は、それぞれの利用者に応じて作成した介護〔介護予防〕計画につ

いて、利用者及び家族に対して、その内容について説明し同意を得るものとする。 

３ 認知症対応型共同生活介護計画〔介護予防認知症対応型共同生活介護計画〕の作成

に当たっては、利用者の状態に応じた多様なサービスの提供及び利用に努め、更に作

成後は実施状況の把握を行い、必要に応じて介護〔介護予防〕計画の変更を行うもの

とする。 

 

  

（利用料等） 

第９条 指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕を

提供した場合の利用料の額は、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に

関する基準」（平成１８年３月１４日厚生労働省告示第１２６号）及び「指定地域密

着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成１８年３月１４

日厚生労働省告示第１２８号）によるものとし、当該指定認知症対応型共同生活介護

〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕が法定代理受領サービスであるときは、

各利用者負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 

２ 居室利用料(家賃)については、月額６３，０００円を徴収する。 

３ 食材料費については、月額５１，０００円（１日３食 ３０日の場合）を徴収する。 

４ 管理費については、月額２４，６４０円を徴収する。管理費は、光熱費、教養娯楽

費を内訳とする。 

５ その他 冷暖房費 夏期（6～9 月）・冬期加算（11～3 月）（月額）２，５４０円 

理美容料・オムツ・おやつ等個人に係わる費用は実費 

６ 入居一時金 １００，０００円 

入居時にお預かりし、２０ヶ月均等償却とし、未経過月分を退居時に返還。 

前項の費用の支払いを受ける場合には、入居者又はその家族に対して事前

に文書等で説明し同意を得る。 

 ７ 月の途中における入退所については日割り計算とする。 

 ８ 前７項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とそ

の他の利用料（個別の費用ごとに区分）について記載した領収書を交付する。 

９ 指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕の提供

に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関

し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け

ることとする。 

10 法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防

認知症対応型共同生活介護〕に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定認



知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕の内容、費用の

額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者又は家族に対

して交付する。 

 

  （入退居に当たっての留意事項） 

第１０条 指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕

の対象者は要介護者であって認知症の状態にある者で、少人数による共同生活を営む

ことに支障がないものとし、次のいずれかに該当する者は対象から除かれる。 

（１） 認知症症状に伴う著しい精神症状を伴う者。 

（２） 認知症症状に伴う著しい行動障害がある者。 

（３） 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者。 

２ 入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により、当該入居申込者が認知症

の状態にあることの確認を行う。 

 ３ 入居申込者が入院治療を要する者であること等、入居申込者に対して自ら必要なサ

ービスの提供が困難であると認めた場合は、他の適切な施設、医療機関を紹介する等

の適切な措置を速やかに講じる。 

４ 利用者の退居に際しては、利用者及び家族の希望、退居後の生活環境や介護の連続

性に配慮し適切な援助、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者や保健医療、福祉

サービス提供者との密接な連携に努める。 

 

（衛生管理等） 

第１１条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水に

ついて、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。  

 

２ 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措

置を講じるものとする。  

（１） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業

者に周知徹底を図る。  

（２） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

（３） 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のため

の研修及び訓練を定期的に実施する 

 

 （緊急時等に於ける対応方法） 

第１２条 指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕

従業者は、指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介

護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたとき

は、速やかに主治医又は事業所が定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じる

とともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等

の必要な措置を講じるものとする。 



 ２ 利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生 

活介護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡す 

るとともに、必要な措置を講じるものとする。 

 ３ 利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生 

活介護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う 

ものとする。 

 

 （非常災害対策） 

第１３条 非常災害に備えて、消防計画及び風水害や地震等に対応する計画を作成し、

防火管理者又は、責任者を定め、年２回（消防１回、地震等１回）定期的に避難、救

出その他必要な訓練を行うものとする。また、協力医療機関や連携施設等との連携方

法や支援体制について定期的に確認を行うものとする。 

 

 （苦情処理） 

第１４条 指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕

の提供に係る利用者又は家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な

措置を講じるものとする。 

２ 当事業所は、提供した指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型

共同生活介護〕に関し、法第２３条に規定により市町村が行う文書その他の物件の提

出若しくは提示の求め又は当該市町村からも質問若しくは照会に応じ、及び市町村が

行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又

は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

３ 本事業所は、提供した指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型

共同生活介護〕に係る利用者又は家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の

調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

「円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順」 

① 苦情受付担当者は以下の職務を行う 

ア入居者や家族等からの苦情の受付 

イ苦情内容、入居者・家族等の意向等の確認と記録 

ウ受け付けた苦情及びその改善状況等に関して市町村が行う調査への協力及び報告 

② 入居者・家族等への周知 

当事業所内への掲示、苦情受付担当者は、入居者・家族等に対して苦情受付責任者、

苦情受付担当者の、氏名・連絡先や、苦情解決の仕組みについて周知する。 

③ 苦情の受付 

◎苦情受付担当者は、入居者・家族等からの苦情を随時受け付ける。 

◎苦情受付担当者は、入居者・家族等からの苦情受付に際し、次の事項を書面に 

記録し、その内容について苦情申出人に確認する。 

ア苦情の内容 

イ苦情申出人の希望 

④ 苦情受付の報告・確認 



◎苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情受付責任者に報告する。 

⑤ 苦情解決に向けての話し合い 

苦情受付責任者は苦情申出人との話合いによる解決に努める。 

 

（情報公開） 

第１５条 本事業所において実施する事業の内容について、厚生労働省が定める「地域

密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について（平成１

８年３月３１日老計発第０３３１００４号厚生労働省老健局計画課長通知、以下「省

令基準通知」という。）第３の四の（４）に基づき、本事業所玄関前に文書により掲

示において公開する。 

２ 前項に定める内容は、省令基準通知により定める事項及び当事業所が提供する認知

症対応型共同生活介護〔介護予防認知症対応型共同生活介護〕の利用及び利用申し込

みに資するものとし、利用者及びその家族（過去に利用者であったもの及びその家族

を含む。）のプライバシー（個人を識別しうる情報を含む。）にかかる内容は、これ

に該当しない。 

 

（虐待防止） 

第１６条 当事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるも

のとする。 

（１）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

（２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

（３）その他虐待防止のために必要な措置 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢

者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や

かに、これを市町村に通報すると共に再発防止に向けた検討委員会を行うものとする。 

 

（身体拘束） 

第１７条 本事業所は、利用者または他の入居者などの生命及び身体の保護をするため、

緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限しない。 

なお、利用者が緊急やむを得ない状態になられた場合は、利用者及び利用者の家族、利

用者代理人などに対し、利用者のおかれている状況を説明し、利用者及び利用者の家

族、利用者代理人などの同意を得て、「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」

を作成し、一定期間の身体拘束を実施する。 

その際、身体拘束解除を目標に、認知症対応型共同生活介護計画〔介護予防認知症対応

型共同生活介護計画〕及び「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記

録」を作成し、利用者の人格を尊重し誠意を持った介助を検討する。 

利用者の身体状況が安定し、身体拘束を必要としない状態になられた場合は、利用者及

び利用者の家族、利用者代理人などの同意を得て、「身体拘束解除に関する説明書」

を作成し、身体拘束を解除する。又、実施状況については運営推進会議等で報告する。 

  

 



（地域連携） 

第１８条 事業者は、指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同

生活介護〕の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、事業所が所在する市町村の

職員又は、当該事業所が管轄する地域包括支援センターの職員、地域住民の代表者等

により構成される運営推進会議を設置し、おおむね２ヶ月に１回以上、運営推進会議

に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議

から必要な要望、助言等を聞く機会を設けるものとする。 

８ 事業者は、各都道府県の定める基準に基づき、まず自ら評価を行った上で、各都道

府県が選定した評価機関の実施するサービス評価を受け、その評価結果を踏まえて総

括的な評価を行い、常にその提供する指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防

認知症対応型共同生活介護〕の質の改善を図るものとする。また、それらの結果を開

示するものとする。 

 

（個人情報の保護について） 

第１９条 事業者は、利用者及び利用者の家族等からあらかじめ文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等において利用者及び利用者の家族等の個人情報を用いませ

ん。 

２ 事業者は、善良な管理者の注意を持って管理し、また処分の際にも第三者への漏洩

を防止するものとし、関係法令及びガイドライン等に基づき個人情報の保護に努める。 

 

（その他の運営に関する留意事項） 

第２０条 本事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるもの 

とし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。 

（１）採用時研修 採用後１ヶ月以内 

（２）継続研修 年４回 

２ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

３ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用

契約の内容とする。 

４ 本事業所は、認知症対応型共同生活介護〔介護予防認知症対応型共同生活介護〕に

関する記録を整備し、サービスを提供した日から 5 年間保存するものとする。 

５ 本事業所又は法人本部にて、従業者、設備、備品、会計に関する記録を整備し随時

更新をおこない保存するものとする。 

６ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社カームネスライフ

と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

   附 則 

 この規程は、平成 1７年１２月 1 日から施行する。 

     平成１８年６月１日 改正 

     平成１８年９月１日 改正 

     平成２５年４月１日 施行 



     平成２７年６月１日 施行 

     平成２７年８月１日 施行 

     令和 1 年 10 月 1 日 施行 

     令和 5 年 4 月 1 日 施行 

     ２０２４年４月１日 施行 



作成日

 

入居日

１．事業主体概要

〒541-0056 　大阪府大阪市中央区久太郎町１丁目8-9　船場中央ビル４階
電話番号及びFAX番号 電話　０６－６２６５－１１０８　FAX　０６－６２６５－１１０９
設立年月日

２．ホーム概要

京阪寝屋川市駅　徒歩20分

３．職員体制

重要事項説明書

事業主体名 株式会社　カームネスライフ
法人の種類 株式会社　

〒５７２-０８０６　大阪寝屋川市高宮１－１５－２２

平成15年6月5日
法人の理念

１．通いあい、信じあえる心を育み、健やかな身体を維持する事を目指します
２．広い知識と高い専門技術を提供するため、常に自己研鑽に努めます
３．介護事業を通じて地域社会に貢献します
４．全職員の物心両面の幸福が当社の幸福と考えます

所在地

敷地概要 第1種中高層住宅専用地域
建物概要 木造（枠組壁工法）延床面積４７４．０８ｍ2のうち２５２．３７ｍ２
居室の概要 全室個室　1室辺りの居室面積　８．９３～９．３ｍ２

開設年月日
保険事業者指定番号

電話･ＦＡＸ番号 （電話）０７２－８１１－３１１２　（FAX）０７２－８１１－３１１７

共用施設の概要

交通の便

玄関にファイリングしています。

ユニットごとにダイニングキッチン
浴室・身障者用トイレ1箇所・便所１箇所等

損害賠償責任保険の加入先 東京海上日動火災保険株式会社

第三者評価の実施状況
実施年月日 令和　　年　　月　　日に実施しています
評価機関 ナルク福祉調査センター

評価結果の開示状況

平成17年12月1日
2770302038

1、心許せる人間関係、安心できる場所を作ります
２、本来あるべき生活能力を奪うのではなく、引き出します
３、同じ生活者として、嬉時には共に喜び、楽しい時には共に笑うホームにしていきま
す

指定認知症対応型共同生活介護事業    

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

2025年7月1日

代表者名 代表取締役　鉄村　英樹
所在地

  2026年　月　日

（館長）　門田寿子 （管理者）北田小百合

ホーム名 グループホーム　ここから高宮

ホームの目的 認知症高齢者が尊厳ある暮らしが送れるよう生活支援を行う

ホームの運営方針

ホーム責任者



1 名

2 名

20 名以上

18 名 9 名
9 名

5.入居・退居等

６．提供するサービスの内容及び留意事項

契約の解除

〈契約者による解約〉
　事業者の定める解約届を事業者に届けることにより、いつでも契約を解約
することができます。
〈事業者による解除〉
　以下の場合には、３０日の予告期間をおいて契約を解除することがあります。
① 　利用料その他の費用の支払いを正当な理由なく遅滞し、文書での通知後も改善
　　 されない場合
② 　契約の条項その他に正当な理由なく重大な違反をし、文書による通知後も改善
　　 されない場合
③ 　入居申込書、情報提供書に重大な不実記載があった場合、その他不正な手段に
　　 より入居がなされた場合
④ 　入居者様の心身状況が著しく低下するなど、少人数による共同生活を営むこと
     に支障が生じたと医師の意見を聞いた上で事業者が判断した場合

入居の条件

利用者が次の各号に適合する場合、グループホームの利用ができます。
① 要支援２以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること
② 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
③ 自傷他害の恐れがないこと
④ 常時医療機関において治療をする必要がないこと
⑤ 身元引受人を立てることができること（例外あり・契約書第3条参照）
⑥ 事業者の運営方針に賛同できること

身元引受人等
の条件、義務等

1 適切なサービスが提供されるようサービス計画を作成します。
2 連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、医療機関等との連絡・調整を行い
ます。

1 介護計画に基づき、入浴・排泄・食事等生活全般に係わる援助
2 日常の健康管理、通常時及び特に状態悪化時における医療機関との連絡や調整を行
なう。

職種 職務内容

介護従事者

計画作成
者担当者

常勤

サービス提供時間 ２４時間体制

管理者

1 従業者及び業務の実施状況の把握その他の業務の管理を一元的に行います。
2 従業者に、法令等において規定されている指定認知症対応型共同生活介護（介護予
防認知症対応型共同生活介護）の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項
において指揮命令を行います

人数(名）

介護と兼務

内、2名

介護と兼務

1ユニット
2ユニット

食事
・入居者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々の入居者の栄養状態に応じた栄養管理を行いま
す。

身元引受人を１名定めて頂きます。身元引受人は、契約上の債務について契約
者と連帯して責任を負うことになります。また事業者が入居契約の解除を必要
と認め要望した時は、協議の上、入居者様の身柄の引き取り、居室の明渡し
及び居室の残置財産の引取等を行っていただきます。

４．サービス提供時間、利用定員

1 サービスの提供開始時に、入居者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、地
域における活動への参加の機会の確保等、他の介護事業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達
成するための具体的なサービス内容を記載した（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画を作成
します。
2 入居者に応じて作成した介護計画の内容について、入居者及びその家族に対して、説明し同意を
得ます。
3 （介護予防）認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該（介護予防）認知症対応型
共同生活介護計画を入居者に交付します。
4 介護計画作成後においても、（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握を行
い、必要に応じて介護計画の変更を行います。

（介護予防)認
知症対応型共同
生活介護計画の
作成

常勤及び非常勤

常勤

日中の時間帯 7：00～20：00

利用定員内訳



７．サービス及び利用料金

①保険給付サービス利用料金

保険給付サービス利用料金一覧表参照

②その他のサービス利用料金

内訳：水道光熱費 

　建物保守管理費、施設清掃費、セキュリティ費用など

※詳細は当社経理にて管理しています。※ご要望に応じてご説明させて頂きます。

理美容代：カット　　　　　円、パーマ　　　　　円、顔そり　　　　円

その他個人消耗品

保証金 １００，０００円

来訪･来館 ・来訪・来館時間10：00～17：00を基本としますが、事前に連絡等をお願いします。来訪者が宿泊
される場合は必ず前日までに許可を得て下さい。

2.入居者の状態に応じ週に入浴回数を変更いたします。又は清拭対応で
　提供いたします。

離床・着替え・整容等

3.個人の尊厳に配慮し、適切な整容が行われるように援助します。

1.寝たきり防止のため、できる限り離床していただくように配慮します。
2.生活リズムを考え、毎朝夕の着替えのほか、必要時に着替えを行います。

交換を行います。

所持品の持ち込み ・高価な貴金属や現金は、こちらでは管理いたしません。
動物飼育 ・居室内へのペット持ちこみ及び飼育はお断りします。
理容･美容サービス ・理容･美容の出張サービスをご利用頂けます。料金は個人負担となります。

外出･外泊 ・所定の用紙で３日前までに職員へ届出をして下さい。
居室変更 ・日常動作等考慮し、居室変更させて頂くことがあります。
迷惑行為等 ・騒音等入居者の迷惑になる行為はご遠慮下さい。また無断で他の入居者の居室に立ち入らないよ

うにして下さい。

保険給付サービス

　介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を
変更します。
　月途中から入居した場合、又は月途中で退居をした場合には、入退居した期間に応じて月
額利用料を日割りした料金をお支払いいただきましす。
　入居日とは契約締結しサービスを開始した日、退居日とは契約を解除しサービスを終了し
た日。

保険対象外サービス
料金の改定は理由を付して事前に連絡いたします。

居室利用料（家賃）

オムツ代：実費（商品により金額は異なる）

入居時にお預かりし、20ケ月均等償却とします。20ヶ月未満で退去の場合

63.000円/月
管理費 39.640円／月

（水道光熱費、

建物保守管理費）

食材料費 １日につき1.200 円（朝食：300円　昼食：4.00円　夕食：5.00円　）となります。
※36.000円／月（1日３食　30日の場合）
おやつ：1日につき実費110円

個人消耗品の費用

1.食事の提供及び介助が必要な入居者に対して、介助を行います。

1.週に3回以上、事前に健康管理を行い、適切な方法で入浴の提供又は

介助が必要な入居者に対して、自立支援を踏まえ、トイレ誘導やおむつ

食事の提供

健康管理
医師による隔週１回の診察日を設け、入居者の健康管理につとめます。
入居者の状態に応じ医師の診察を依頼します。

移動・移乗介助

服薬介助

日常生活動作を通じ
た訓練

入浴の提供

排せつ

介助が必要な入居者に対して、室内の移動、車いすへの移乗の介助を行いま
す。

・食事の自立に必要な支援を行い、生活習慣を尊重した適切な時間に必要な時間を確保し、食堂で
食事をとることを支援します

・摂食・嚥下機能、その他入居者の身体状況、嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供します

・可能な限り離床して食堂で食事をとることを支援します。

日常生活上の援助

　清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。

2.嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行います。

別途のサービスについては、各個人の利用に応じて自己負担となります。

担当者名

若年性認知症(40歳から64歳まで)の入居者ごとに担当者を定め、その者を中
心にその入居者の特性やニーズに応じたサービス提供を行います。若年性認知症利用者受入サービス

　要介護度別に応じて定められた金額（省令により変更あり）から介護保険給付額を除いた
金額が利用者負担額になります。

4.シーツ交換は、定期的に週１回行い、汚れている場合は随時交換します。

介助が必要な入居者に対して、配剤された薬の確認、服薬介助、服薬の確認
を行います。

機能訓練 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行います。



③利用料金の支払い方法

ア）入居者指定口座から事業者指定口座への自動振替

自動振替の手続きが完了するまでは、イ）にてお支払いください。
振替日：
※銀行の休業日により前後致します。

イ）事業者指定口座への振込み
　請求月の15日までに、下記口座へお振込みください。

【事業者指定口座振り込みの場合】
関西みらい銀行　　江坂支店　普通口座　　口座番号　１０５２６２
口座名義　：　カ）カームネスライフ

８．サービスの利用方法
サービスの利用開始 ・入居申し込みは、館長又は管理者にて受け付けます。

・施設の見学していただき、利用に関する手続きの説明をさせていただきます。
・必要な書類は、介護保険証、入居申込書、医師の診断書又は診療情報提供書等です。

サービスの終了

９．非常災害時の対策
非常災害時の対応方法 119番通報及び非常ボタン（自動通報装置）を押し消防署へ通報し、対応致します。

平常時の訓練等 年に2回の消防訓練　　（内１回は夜間又は自然災害による訓練）

消防計画等

１０．事故発生時の対応方法

認知症対応型共同生活介護所が利用者に対して行うサービスの提供により、

事故が発生した場合には、速やかに入居者の家族・市町村等に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じます。また認知症対応型共同生活介護事業所

が入居者に対して行ったサービスの提供により、損害賠償すべき事故が

発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

１１．緊急時の対応方法

　サービス提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打合せにより、

主治医、救急隊、ご家族、介護支援専門員等へ連絡をいたします。

・急変時の対応については、入所の際などに利用者や親族等の意思確認を行い、

適切な対応を心がけるとともに、医療機関への連絡、調整（救急要請）と同時に、

利用者親族等への連絡は速やかに行うよう努めます

・協力医療機関の受け入れ体制は、「協力医療機関」参照。

・上記は当該施設が連携している医療機関であり、利用者および親族等がかかり

つけ医への医療機関受診を希望する際には、その意思を尊重して対応します。
入院による減額はありません
取り消し可能日より費用はかかりません
入院日翌日より日割り計算します

　下記のア）によりお支払いください。※ただし、イ）の支払いを希望される方はお申し出くださ
い。

※利用料、入居者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用のお支払いについて、正当な理由がない
にもかかわらず、支払い期日から２月遅延し、さらに支払いの督促から１４日以内にお支払いがない場合は、

請求月の翌月４日に自動振替いたします。
利用料、その他の費用

の支払い

 ① 要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援１と認定された場合
 ② 利用者が死亡した場合
 ③ 利用者又は利用者代理人が第14条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了

した日
 ④ 事業者が第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
 ⑤ 利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、

かつその移転先の受入れが可能となったときただし、利用者が長期にグループホー
ムを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、居室確保等に
合意したときは本契約を継続することができます。

 ⑥ 利用者が他の介護施設等への入所が決まり、その施設での受け入れが可能となった時

サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いしていただきます。

は、未経過月分を退去時に返還します。

利用料、その他の費用
の請求

　利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求い
たします。

　請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１０日（日、祝日の場合、前後の
営業日）までに利用者あてに発送を致します。

　食費については外出、外泊、入院の際に利用されていない分は差し引きいたします。ただ
し、外出、外泊の際に関してはキャンセルさせて頂くには4日前には申し出てください。

防犯防火設備 　消火栓・緊急通報装置等消防設備も整備しており、地域自治会等とも連携して防火防
災に努めます。避難設備等の概要

損害賠償責任保険加入先 東京海上日動火災保険株式会社

事故発生時の対応方法及
び損害賠償について

消防署への届出日 平成21年2月9日 防火管理者 門田寿子

事故発生時や利用者の体調

悪化にの緊急時の対応方法

入院期間中におけるグ
ループホームの居住費

や食費の取り扱い

居室利用料（家賃）

食材料費
管 理 費



１２．協力医療機関および福祉施設

・外科・整形外科・泌尿器科など 072－823－1521
医療法人山弘会上山病院　寝屋川市秦町15番 号

072－803－8175

11月27日 072－823－1721

医療法人協人会小松病院　　寝屋川市川勝町１１番6号　
１３．秘密保持等

　この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。

　また、その職を辞した後にも秘密を保持の義務はあります。

１４．衛生管理

・　感染防止マニュアルの遵守。

・　衛生管理、感染症防止対策に必要な知識を身に付ける。

・　インフルエンザ流行時は、症状のある方の面会を制限する。

  ・　飲食物について家族に説明を行ない、協力を得る。

(生ものは、面会時に食べきれる程度の量に制限し、余れば持ち帰る)

・　面会時のうがい、手洗いを徹底してもらい、必要時はマスク着用を促す。

１５．運営推進会議

サービス提供に関して、提供回数等の活動状況を報告し、運営推進会議から評価、要望、助言を

受け、サービスの質の確保及び適切な運営ができるよう設置します。

おおむね２ヶ月に１回開催します。

自治会会長、副会長

ナル 寝屋川 かづき
寝屋 １中地域 包括支 センター

管理者、計画作成担当者

１６．認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）

電話：

主治医

利用者の主治医
所属医療機関名

所在地
電話番号

家族等
緊急連絡先名

住所、電話番号

協力介護老人保健施設名
介護老健施設　　松柏苑

利用者及びその家族に
関する秘密の保持につ
いて

　事業者及び事業者の従業者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及びその家族に
関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

従業者に対する秘密の
保持について

　就業規則にて従業者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及びその家族に関する
秘密を保持する義務を規定しています。

寝屋川市川勝町 電話：

協力医療機関
医療法人協人会小松病院　　寝屋川市川勝町１１番6号　

診療科目：内科・外科・整形外科・泌尿器科・脳神経外科など　電話：　　072－825－2345

協力医療機関
医療法人祥風会緑ヶ丘みどりクリニック　寝屋川太秦緑ヶ丘２８－８

　　　　診療科目：内科・外科・ 電話：

在宅診療

協力歯科医療機関名

協力医療機関

運営推進会議の目的

開催時期

委員の構成

入居者家族
地域の代表

個人情報の保護について

　事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において
利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文
書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。

　事業者は、善良な管理者の注意を持って管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止
するものとする。

施設内感染予防

勉強会の実施

ご家族様への協力依頼

グループホームについて知見を有す
介護見知職
地域包括支援センター職員
当施設代表

　認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）サービスは、住み慣れ
た地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図り
つつ、利用者一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って、家族的な環境
の下で日常生活を送ることができるよう配慮してサービスの提供に努めます。



１７．身体拘束等について
　事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除く、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という。）を行いません。

　緊急やむを得ない場合かは、以下の要件をすべて満たす状況であるか管理者、計画作成

担当者、介護職員で構成する「身体的拘束検討チーム」で検討します。
個人では判断しません。

・身体的拘束等を行う以外に代替する介護方法がないこと。

・身体的拘束等が一時的であること。

　身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録し５年間保存します。

その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図るものとする。

・身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。

・介護従業者その他の従業者に対し身体的拘束等の適正化のための研修を年２回実施する。

１８．虐待の防止について

虐待防止に関する担当者

　従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。

１９．苦情相談機関
円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
①苦情受付担当者は以下の職務を行う。
ア　入居者や家族等からの苦情の受付
イ　苦情内容、入居者・家族等の意向等の確認と記録
ウ　受け付けた苦情及びその改善状況等に関して市町村が行う調査への協力及び報告
②入居者・家族等への周知
グループホーム内への掲示、パンフレットへの掲載等により、苦情受付担当者は、
入居者・家族等に対して苦情受付責任者、苦情受付担当者の、氏名・連絡先や、苦情
解決の仕組みについて周知する。
③苦情の受付
◎　苦情受付担当者は、入居者・家族等からの苦情を随時受け付ける。
◎　苦情受付担当者は、入居者・家族等からの苦情受付に際し、次の事項を書面に
記録し、その内容について苦情申出人に確認する。
ア　苦情の内容
イ　苦情申出人の希望
④苦情受付の報告・確認
◎　苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情受付責任者に報告する。
⑤苦情解決に向けての話し合い
苦情受付責任者は苦情申出人との話合いによる解決に努める。その際、市町村及び国民
従って必要な改善を行わなければならない。

連絡先

各市町村　福祉局高齢者施策部介護保険課記載

　虐待防止に関する担当者を選定しています。

虐待の防止

身体拘束等の禁
止

緊急やむを得な
い場合の検討 ・当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合

家族への説明
 緊急やむを得ない場合は、あらかじめ入居者の家族に、身体的拘束等の内容、目的、理由、拘束等
の時間帯、期間等を、詳細に説明し、同意を文書で得た場合のみ、その条件と期間内においてのみ
行うものとします。

身体的拘束等の
記録

認知症対応型共同生活
介護（介護予防認知症
対応型共同生活介護）

の下で日常生活を送ることができるよう配慮してサービスの提供に努めます。
利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従事者と協議の
上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した認知症対応
型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護計画（サービス計画）を作成いたし
ます。

　事業所の計画作成担当者は、利用者の状況に合わせて適切にサービスを提供するために、
利用者と協議のうえでサービス計画を定め、また、その実施状況を把握し、常に評価を行
い、必要に応じてサービス計画の変更見直しをいたします。

　サービス計画の内容及び評価結果等は書面に記載して利用者に説明のうえ交付します。

身体的拘束等の
適正化

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３か月に１回以上開催するとともに、

 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（入居者を現に養護する家族・親族・同居
人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するも
のとする。

　虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者の周知徹底を
図っています。

　虐待防止のための指針の整備をしています。

ホーム苦情相談窓口 担当者 氏名 館長　門田寿子　管理者　北田小百合　 計画作成担当者(上野由紀　西川結
寝屋川市高宮1丁目１５－２２
TEL ０７２－８１１－３１１２　　　　　FAX　０７２－８１１－３１１７

ホーム外苦情相談窓口

管理者



TEL　06-6241-6310　FAX　06-6241-6608　

TEL　06-6949-5418　

大阪府社会福祉協議会　運営適正化委員会　「福祉サービス苦情解決委員会」

受付時間　10時～16時（土日祝休み）
その他苦情相談窓口は別紙参照

２０．連帯保証
①　連帯保証人は、前条6の②に定める、入居者が事業所に対して負担する利用料金の支払いに
　ついて、入居者と連帯して保証するものとします。
②　入居者が前項６の②に定める利用料金の支払いを1か月分以上滞納した場合、事業所は、連帯
　保証人に滞納の事実を通知し、退居を求めるものとします。
③　前項の連帯保証責務により連帯保証人が負う保証責務の限度額は金２００万円とします。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

（事業者） 住所 大阪府大阪市中央区久太郎町１丁目8-9　船場中央ビル４階
会社 　株式会社　カームネスライフ

　代表取締役　鉄村英樹 印

施設住所
施設名
説明者 印

私は、本書面に基づいて下記の項目について説明を受け了承致します。
①重要事項説明書
②身体拘束等の適正化のための指針
③重度化した場合における対応及び看取りに関する指針

住所

氏名 印

□ 上記代筆者
住所

　　　
氏名 印

□ 上記と同じ
連帯保証人 住所

　　　
氏名 印

（身元引受人）

大阪市中央区船場中央3丁目1-7-331号

受付時間　9時～17時30分（土日祝休み）

TEL 06-6191-3130 FAX  06-6191-5660

（入居者）

受付時間　9時～17時（土日祝休み）
ホーム外苦情相談窓口
連絡先 大阪市中央区谷町７丁目４番１５号　大阪府社会福祉会館２階

連絡先 寝屋川市本町1番1号
電話：０７２－８３８－０５１８

連絡先

ホーム外苦情相談窓口 大阪府国民健康保険団体連合会
連絡先 大阪市中央区常盤町一丁目３番８号　中央大通ＦＮビル内

受付時間　9時～17時（土日祝休み）
ホーム外苦情相談窓口 寝屋川市役所　高齢介護室給付係

（入居者代理人）



身体拘束適正化の為の指針

グループホーム  ここから高宮



1、身体拘束廃止に関する考え方

 身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。

当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが

身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努め

ます。

（1）介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定

    サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊

  急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。

（2）緊急・やむを得ない場合の例外三原則

   利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提

  供をすることが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合

  は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。

①切迫性 ： 利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が

       著しくたかいこと。

②非代替性： 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。

③一時性 ： 身体拘束その他の行動が一時的なものであること。

※身体拘束を行う場合には、以上３つの要件を全て満たすことが必要です。

イ、事業所における身体拘束などの適正化に関する基本的考え方

（1）身体拘束の原則禁止

   当施設においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。

（2）やむを得ず身体拘束を行う場合

   本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行

  う場合は身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘

  束をしないリスクの高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の３要件の全てを満たした場合のみ、

  本人又は家族への説明同意を得て行います。

   また身体拘束を行った場合は、その状況について経過記録を行い出来るだけ早期に拘束を解除

  すべく努力します。

（3）日常ケアにおける留意事項

   身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。

  ①利用者の本来ある生活能力を引き出し、尊厳ある生活に努めます。

  ②言葉や対応等で利用者の心身の自由を妨げないように努めます。

  ③利用者の思いをくみとり、利用者の意思にそったサービスを提供し、多職種合同で個々に応じ

   た丁寧な対応をします。

  ④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由（身体的・精神的）を安易に妨げるような行

   動は行いません。

   万一やむを得ず安全確保を優先する場合、身体拘束廃止委員会において検討をします。



  ⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的

   な生活をしていただける様に努めます。

ロ、身体拘束適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項

（1）身体拘束適正化委員会の設置

   当施設では、身体拘束の廃止に向けた身体拘束廃止委員会を設置します。

 ①設置目的

  施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討

  身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き

  身体拘束を実施した場合の解除の検討

  身体拘束廃止に関する職員全体への指導

 ②身体拘束適正化委員会の構成員

   1）館⾧

   2）管理者

   3）計画作成担当者

   4）介護職員

   5）看護職員

  ※この委員会の責任者は館⾧とし、その時参加可能な委員で構成する。

 ③身体拘束適正化委員会の開催

  ・定期開催します。

  ・必要時は随時開催します。

  ・急な事態（数時間以内に身体拘束を要す場合）は、生命保持の観点から多職種共同での委員

   会に参加できない事が想定されます。その為、意見を聞くなどの対応により各スタッフの意

   見を盛り込み検討します。

ハ、身体拘束などの適正化の為の職員研修に関する基本方針

   介護に携わる全ての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り職員教育

  を行います。

   ①定期的な教育・研修 1回／３ケ月

   ②新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修に実施

   ③その他必要な教育・研修の実施

二、事業所内で発生した身体拘束などの報告方法などの為の方策に関する基本法方針

  本人又は利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなけれ

 ばならない場合は、以下の手順に従って実施します。

 ＜介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為＞



  （1）徘徊しないように、車いすやイス・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

  （2）転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

  （3）自分で降りられないように、ベッド柵（サイドレール）で囲む。

  （4）点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

  （5）点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または、皮膚をかきむしらないように、

    手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

  （6）車いす・イスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、

    車いすテーブルをつける。

  （7）立ち上がる能力のある人に対し立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

  （8）脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。

  （9）他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

  （10）行動を落ち着かせるために、抗精神薬を過剰に服用させる。

  （11）自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。

ホ、身体的拘束等発生時の対応に関する基本的方針

 （１）緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署の代表が

  集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束

  を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の３要素の全てを満たすているかどうか

  について検討・確認します。

   要件を検討・確認した上で身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、

  期間等について検討し利用者・利用者の家族等に対する説明書を作成します。

   また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。

 （２）記録と再検討

   法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状

  況・やむを得なかった理由などを記録する。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を

  随時検討します。その記録は２年間保存、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるよう

  にします。

 （３）拘束の解除

   （２）の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解

  除します。その場合には、利用者、利用者の家族等に報告いたします。

   尚、一旦、その時の状況から試行的に身体拘束を中止し必要性を確認する場合がありますが、再

  度、数日以内に同様の対応で身体拘束による対応が必要となった場合、利用者の家族等に連絡し経

  過報告を実施するとともに、その了承のもと同意書の再手続なく生命保持の観点から同様の対応を

  実施させて頂きます。

へ、利用者などに対する当該指針の閲覧に関する基本方針

    重要事項説明書と共に説明し 訪問者が閲覧できるように掲示します

ト、その他身体拘束適正化の推進のために必要な基本方針

   身体拘束の廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを基

  本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。



（館⾧・管理者）

1）身体拘束廃止委員会の統括管理

2）ケア現場における諸課題の統括責任

（医師）※各利用者様の主治医

1）医療行為への対応

2）看護職員との連携

（看護職員）

1）医師との連携

2）施設における医療行為範囲の整備

3）重度化する利用者の状態観察

4）記録の整備

（管理者・計画作成担当者）

1）身体拘束廃止に向けた職員教育

2）医療機関、家族との連絡調整

3）家族の意向に添ったケアの確立

4）施設のハード・ソフト面の改善

5）チームケアの確立

6）記録の整備

（介護職員）

1）拘束がもたらす弊害を正確に認識する

2）利用者の尊厳を理解する

3）利用者の疾病、障害等による行動特性の理解

4）利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める

5）利用者とのコミュニケーションを充分にとる

6）記録は正確かつ丁寧に記録する

（栄養士）※食材業者等

1）経鼻・経管栄養から経口への取り組みとマネジメント

2）利用者の状態に応じた食事の工夫

4）利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める

5）利用者とのコミュニケーションを充分にとる

6）記録は正確かつ丁寧に記録する

（栄養士）※食材業者等

1）経鼻・経管栄養から経口への取り組みとマネジメント

2）利用者の状態に応じた食事の工夫

   身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を

  詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。

   また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束が必要とする場合については、事前に利用者・利用

  者の家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施し

  ます。



この規定は2026年３月１日施行する。



認知症対応型共同生活介護事業 

介護予防認知症対応型共同生活介護事業 

グループホームここから高宮 

 

重度化した場合における対応及び看取りに関する指針 

 

１，重度化した場合における対応 

(１) 急性期における医師、医療機関との連携体制 

・日ごろの健康管理と定期受診などを通して医師、医療機関との連携をとり、安全な

生活が送れるように援助します。 

・異常があれば早期に受診し対応していきます。 

・急変時、昼間は下記協力医療機関 に連絡・指示を仰ぎ夜間も下記医療機関に連絡

し指示を仰ぎます。(下記住所など記載) 

医療機関名  

主 治 医  診療科目  

所 在 地 

〒   － 

 

           電話         ＦＡＸ 

医療機関名  

主 治 医  診療科目  

所 在 地 

〒   － 

 

           電話         ＦＡＸ 

 (２) 入院・外泊期間中における居室確保と居住費などの取り扱いについては記載の通り。 

居室利用料 入院による減額はありません 

食材料費 取り消し可能日より費用はかかりません 

水道光熱費 入院日翌日より費用はかかりません 

  

２，看取り介護についての基本方針 

入居者の重度化に伴い、近い将来に死にいたることが予見される方に対し、家庭的な

環境のもとに安らかな生活がおくれるよう身体的および精神的ケアを行います。可能な

限り住み慣れた施設で受けることができるように最大限に努め、最後の時を迎えるその

瞬間まで、その方なりに充実して過ごせるように、職員一同が全力で取り組み、ご家族、

医療関係と連携をとりながら、その方の人格を尊重し全人的なケアを目指します。 

 

(１)看取り介護の具体的支援内容 

① 身体状況の変化の把握 



各職種からの情報収集により、食事摂取状況や日常生活動作、バイタルサイン

の確認などにより早期の発見と対応に努める。 

② 各職種（介護支援専門員・医師・看護師・介護職など）の参加によるカンファレ

ンスを開催して介護・看護について計画書の修正あるいは変更を行う。 

③ 主治医より、病状の説明を行い、今後の治療方針（インフォームドコンセント）

と、希望する終末期をイメージする支援を行う（病院で可能な限りの延命治療を

受けたい。もしくは施設において看取り介護を決定する） 

④ 医療機関に入院することを希望された場合は、入院に向けた支援を行うと同時に、

入院期間中における居住費等について明確にする。 

⑤ ご本人とご家族の意向を踏まえ、ターミナルに向けてプランを作成する。 

身体的ケア 

：医療体制、点滴・酸素吸入が必要とされる場合の確認とその他の医療処置の確

認を行う。 

：栄養と水分量の確保（食べる楽しみをどこまで維持し支援できるか） 

：清潔（口腔ケア・入浴・部分浴・清拭・必要な被服の更衣や寝床空間の清潔を

含む） 

：排泄（尿意便意のある方に対する適切な排泄ケアと便秘に関する調整など） 

：精神的ケア 

：疼痛ケア 

：コミュニケーション（感情の表出を助ける）を重んじる。 

：環境整備（ご本人の趣味の物を置くなどの生活空間、またはプライバシーの確

保・室温空調などに関して配慮する） 

⑥ ご家族に対しての支援（精神面や負担感に配慮しながら、十分に看取りの介護に

精神面で参加していただけるような支援を行う）宿泊や付き添いに関する支援。 

⑦ 看取り介護の同意と同意書作成（別紙参照） 

⑧ 看取り介護の取り組みと実施。変化する状態に応じた介護・看護についての計画

書の修正と変更を行い、ご家族・ご本人へ説明と同意を得る（記録の整備） 

⑨  臨終時と死後の対応（葬儀に関する情報提供・遺留品の引き渡しについての検  

討を行う） 

 

(２)看取り介護の開始時期について 

 看取り介護の開始は、医師により、医学的知見において、回復の見込みがないと判

断し、ご家族・ご利用者に病状説明および判断内容について説明を行い、利用者、

もしくはご利用者の意思を代弁できる者が終末期を当該施設で過ごすことの同意を

受けて実施するものとする。 

  

(３)施設における医療連携体制について 

２４時間オンコール連絡ルートを明確にし（看護職員及び協力医療機関との連携体



制）それらを介護職員への周知いたします。 

 

(４)全職員が、看取り介護に関する共通認識を持ち、一定の研修を設ける。 

 ：ターミナルケアの実践に係る知識と理解 

 ：苦痛に関する緩和ケア・精神的ケア 

 ：ターミナル期の介護方法および技術 

 ：緊急時対応、および急変時の連絡ルートの理解 

 ：報告・記録の整備 

 ：インフォームドコンセントについて 

 ：状態観察（バイタルチェックなど） 

 ：エンゼルケア 

：死亡診断書について、手続き等に関する理解 

：儀礼上の留意事項 

：葬儀に関する情報提供について 

：遺留品・金品の引き渡し事項について 

 

３，附則 

  平成２７年１２月１日 施行 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
看取り介護についての同意書 

 
    

私は            の看取り介護指針について「ここから高宮」担当者より

十分な説明を受けて、指針が私どもの意向に沿ったものであることを確認しましたので、

下記について同意します。 

 

 

私どもは「ここから高宮」が定める看取り介護指針に沿って、ご本人様に苦痛の伴う積

極的医療（延命治療）は行わず、最期に至るまで慣れ親しんだ当施設において、安心でき

る看取り介護を行います。 

但し、ご意向に変化あれば、その意向に沿うべく医療機関の受け入れなどの支援に努め

ます。 

又 利用料ご請求にあたり 月を越えている場合 追加でのご請求がございますので 

ご了承下さい 

 

 

ここから高宮 

代表者                    様 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

身元引受人 住所 

       氏名                     印 （続柄） 

 

同席者  住所 

       氏名                     印 （続柄） 

 

立会人（施設）氏名                     印 （職種） 

 

医療機関 

担当主治医                         印 




























